
令和 8 年度工事発注基準の見直しについて（お知らせ） 

 

近年、急激な物価上昇等に伴い設計額が増加し等級判定が上昇傾向にあるこ

とから、公平な入札参加の機会の提供を図ることを目的に、以下のとおり見直

しますのでお知らせします。 

令和 8年 4月 1日以後の契約から適用になります（令和 8年度第 1回目の入

札（令和 8年 3月公告、4月執行）から適用）。 

 

(1) 土木一式・建築一式工事・配水管布設工事（250mm 未満） 

（現行）           （改正後） 

A 級 1,500 万円以上       → 1,700 万円以上 

B 級 500 万円以上 1,500 万円未満 → 600 万円以上 1,700 万円未満 

C 級 500 万円未満        → 600 万円未満 

 

(2) 舗装工事・その他建設工事 

（現行）           （改正後） 

A 級 1,000 万円以上       → 1,200 万円以上 

B 級 500 万円以上 1,000 万円未満 → 600 万円以上 1,200 万円未満 

C 級 500 万円未満        → 600 万円未満 

 

【令和 8年度工事発注基準】 

１ 土木一式・建築一式工事・配水管布設工事（250mm 未満） 
設計金額 判定基準 

1,700 万円以上 A 級 
600 万円以上 1,700 万円未満 A・B 級 
600 万円未満 B・C 級 

 
２ 舗装工事 

設計金額 判定基準 

1,200 万円以上 A 級 

600 万円以上 1,200 万円未満 A・B 級 

600 万円未満 B・C 級 

 
３ その他建設工事 

設計金額 判定基準 

1,200 万円以上 A 級 

600 万円以上 1,200 万円未満 A・B 級 

600 万円未満 B・C 級 

 


